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令和４年度「⾃殺対策強化⽉間」について 

⾃殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）において、３⽉の１ヶ⽉間は「⾃殺対策強化⽉間」と
位置づけられています。 
また、⾃殺総合対策⼤綱（令和４年１０⽉１４⽇閣議決定）には、国、地⽅公共団体、関係団体及
び⺠間団体等が連携して「いのち⽀える⾃殺対策」という理念を前⾯に打ち出し、「⾃殺は、その
多くが追い込まれた末の死である」「⾃殺対策とは、⽣きることの包括的⽀援である」という認識
の浸透も含めて啓発活動を推進し、あわせて、啓発活動によって援助を求めるに⾄った悩みを抱
えた⼈が必要な⽀援を受けられるよう、⽀援策を重点的に実施することとされています。 
今年度も、⾃殺対策強化⽉間にあわせて、国、地⽅公共団体、関係団体及び⺠間団体等が中⼼とな
り、⾃殺対策の啓発事業等に協⼒・賛同していただける団体（協賛団体）と⼀体となって集中的に
啓発事業及び⽀援策を実施します。 
つきましては、貴団体におかれましても、本年度の⾃殺対策強化⽉間広報ポスター（別添１）、各
種相談窓⼝（別添２）、下記 URL について、貴団体から幅広い周知をお願いいたします。 
また、⾃殺対策は⼀⼈⼀⼈の問題意識が⾮常に重要であるため、貴団体及び関係団体や企業の職
員の⽅々にも、本⽉間と⾃殺対策関係の相談窓⼝について周知がなされるよう、お取り計らいの
ほどよろしくお願いいたします。 

※プレスリリース
３⽉は「⾃殺対策強化⽉間」です〜関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/r4_jisatsutaisakugekkan.html
※厚⽣労働⼤⾂メッセージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu
/r4_gekkan_message.html

問い合わせ先︓中⼩企業庁 ⼩規模企業振興課（03-3501-2036） 

中⼩企業庁 ⼩規模企業振興課 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r4_jisatsutaisakugekkan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/r4_gekkan_message.html




各種相談窓口について 

１．自殺対策関係の相談窓口（一例） 

○「こころの健康相談統一ダイヤル」（厚生労働省） 

平成 20 年 9 月 10 日より、都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康

電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の電話番号を設定する「こころの健

康相談統一ダイヤル」の運用を行っています。 

 

1. 各都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な電

話相談事業に全国共通の電話番号を設定することにより、全国どこからでも共通の

電話番号に電話すれば、電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続されます。 

（自殺予防週間（毎年 9月 10 日から 16 日）及び自殺対策強化月間（毎年 3月）の

期間中は、御相談が集中するため、お電話がつながりにくい場合もございます。） 

   

2. 令和 3年 10 月現在、全都道府県と政令指定都市（札幌市、さいたま市、千葉市、

横浜市、川崎市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、熊本市）に共通の電話

番号を設定しています。 

※仙台市、新潟市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、広島市、福岡市、北九

州市については県で一括実施。 

 

都道府県・政令指定都市の相談窓口の電話番号・受付日時をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jis

atsu/kokoro_dial.html 

 

２．中小企業者の経営上の相談窓口（一例） 

○「経営安定特別相談事業」（主要商工会議所、商工会連合会）【資料１】 

全国主要商工会議所、各都道府県の商工会連合会に設置されている「経営安定

特別相談室」では、経営難に直面している中小企業者の方に対して経営立て直しの

ための無料相談を行っています。 

 

○「中小企業電話相談ナビダイヤル」（中小企業庁）【資料２】 

全国どこからでも一つの電話番号（０５７０－０６４－３５０）で最寄りの経

済産業局につながり、どこに相談したらよいか困っている方から幅広く相談を受け

付けます。  

※受付時間： 平日 ９：００～１７：００（通話料がかかります。） 



 

 

 
『経営に関する相談を無料でしたい』 

経営安定特別相談事業 

連鎖倒産の危機や、資金繰りの目途が立たないなどの理由により経営難に直面している中小企業の方

は、経営立て直しのための相談を無料で受けることができます。 

対象となる方 

さまざまな理由により経営に不安のある方や、経営難を打開し、その立て直しを図りたい方、民事再生

法などの倒産関係法律を活用したい方 

支援内容 

全国の主要な商工会議所または都道府県商工会連合会に設けられている「経営安定特別相談室」

（以下、相談室）で相談に応じています。 

相談室では、経済や中小企業の実情に詳しい中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士など

の専門家が以下の（1）から（4）にあるような相談に応じ、問題の解決を支援します。 

※相談にあたって、企業名や相談内容が外部に漏れることはありません。 

（1）経営・財務内容の把握と分析 

（2）手形処理、事業転換などの指導 

（3）債権者などの関係者への協力要請 

（4）民事再生法など倒産関係法律の手続きに関する助言等 

ご利用方法 

この相談を受けるための費用は無料です。経営難などの問題が深刻化する前の来室をお薦めします。 

お気軽にご相談ください。 

お問い合わせ先   

 

主要商工会議所（日本商工会議所 電話：03-3283-7917） 

経営安定特別相談室設置一覧（主要商工会議所） 

URL：http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2012/download/taisaku_info-1.pdf 

各都道府県商工会連合会（全国商工会連合会 電話：03-6268-0085） 

経営安定特別相談室設置一覧（各都道府県の商工会連合会） 

URL：http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2012/download/taisaku_info-2.pdf 






